前橋市母子ＤＸ業務仕様書

１　業務名
前橋市母子ＤＸ業務

２　目的
本業務は、子育て家庭を取り巻く社会環境の変化に対応するとともに、住民がより子育て支援サービスを享受できるだけでなく、職員の業務効率化・負担軽減も図ることでより質の高いサービス提供に繋げることができるよう、本市において最適な母子ＤＸを進めることを目的とする。

３　契約期間・履行期間
（１）導入期間　　　　
令和８年７月１日から令和８年１２月３１日まで
（２）保守運用期間　　
令和９年１月１日から令和９年３月３１日まで

４　業務概要
（１）業務範囲
　　　本業務の範囲は、以下のとおりとする。
　　ア　電子版母子健康手帳
　　イ　オンライン予約システム
　　ウ　デジタルクーポン
　　※上記ア～ウを以下「母子ＤＸシステム」という。
（２）業務概要
本業務の概要は、次のとおりとする。
ア　ＡＳＰサービスの提供
イ　システム導入（システム構築、操作研修等）
ウ　システム保守及び運用（サポート窓口の設置を含む）

５　システム要件
（１）基本事項
　　　市担当者及び医療機関等の担当者（以下「利用者等」という。）が行う各種操作は、プログラミング等の専門知識を必要とせず実施できること。
（２）環境要件
ア　本業務で導入する母子ＤＸシステムをＡＳＰサービスにより運用するものとする。
イ　本業務に用いるデータセンターは、次の要件を満たすこととする。
・日本国内に立地していること。
・耐震又は免震構造であり、東日本大震災級の地震に耐えうること。
・代替機等を常備するなど、重大障害時（サーバ機能停止等）にもシステム停止がないよう、冗長性を確保すること。
・停電時等による電力供給の停止に備え、機器が適切に停止するまでの間に十分な電力を供給する容量の予備電源を備えること。
（３）機能要件
　　　本業務において提供される母子ＤＸシステムに係る性能・機能は、機能要件一覧表（別紙１）のとおりとする。
（４）非機能要件
　　　本業務において提供される母子ＤＸシステムに係る可用性・拡張性・セキュリティ要件は、非機能要件一覧表（別紙２）のとおりとする。
（５）システム設定
受注者は、母子ＤＸシステムの導入にあたり本稼動前に次の作業を実施するものとする。
　　ア　システム設定打合せ
　　　　システムの構築に当たり、稼働に必要な設定項目を発注者に説明し、設定内容を決定すること。
　　イ　マスタデータ登録
　　　　システムを使用する上で必要となる基本情報についてシステムに登録すること。
　　ウ　動作確認・運用テスト
　　　　システムを利用する利用者等の端末上でシステムが問題なく動作することを確認すること。
　　　　また、利用者等が動作確認、検証及び練習等を行った際に生じた問題点等について必要な説明及び対応を行うこと。
　　エ　本稼働支援
　　　　システム本稼働当初、利用者等において混乱が生じないよう稼動支援を行うこと。

６　運用及び保守要件　
（１）基本事項
ア　本システムは２４時間３６５日稼働するものとする。ただし、システムのメンテナンス等を実施する場合はこの限りではない。
イ　システムのメンテナンスを実施するために一時的にシステムを停止する際は、利用者等に対して、事前にシステムのトップページでその内容及び期間を予告周知し、システムメンテナンス中も可能な限りその旨を周知するものとする。
ウ　障害電話受付は次のとおりとする。なお、インターネット通信回線障害、利用者等が利用する情報機器端末の故障・起動不全等に起因する利用不可への対応は、これに含まない。
・電話対応：土・日・祝日及び12/29から1/3を除く
9:00から17:00まで
・電子メール：随時
エ　利用者等からの問い合わせに対するサポート窓口を次のとおり設置すること。
・電話対応：土・日・祝日及び12/29から1/3を除く
9:00から17:00まで
・電子メール：随時
※ただし、緊急を要する事項については、上記時間外であっても対応できるように体制を整えておくこと。
（２）業務引き継ぎに関する事項
ア　業務継続のための支援
　　　　本業務の契約履行期間の満了、全部もしくは一部の解除、またはその他契約の終了事由の如何を問わず、本業務が終了となる場合には、受注者は新規システム提供事業者の指示のもと、母子ＤＸシステムの履行期間満了日までに新規システム提供事業者が業務を行えるよう必要な措置を講ずるとともに、移行作業の支援を行うこと。
　　イ　事務引継ぎ
　　　　引き継ぐべき業務の内容について、業務引継書を作成し、発注者に提出すること。

７　研修要件
母子ＤＸシステムの機能を理解し、操作方法等を習得するために本稼働開始前に、次の通り操作マニュアルを用いて操作研修を実施すること。
（１）市担当者研修
ア　市担当者に対して行う研修は、対面研修とすること。
　　イ　研修に参加できなかった市担当者が、後日フォローアップ研修を行えるように、研修動画を作成すること。
　　ウ　事前準備や講師等は受注者が行い、操作研修において使用するＰＣや研修会場は発注者が用意するものとする。
（２）医療機関等施設利用者研修
ア　医療機関等施設利用者に対して行う研修は、対面研修とすること。
　　イ　研修当日に出席できなかった医療機関等に提供する操作研修動画を作成すること。
　　ウ　事前準備や講師等は受注者が行い、操作研修において使用するＰＣや研修会場は発注者が用意するものとする。

８　その他
（１）納品書類
　　　マニュアル等の納品書類は次のとおりとする。紙媒体で全て１部ずつと、電子媒体でも納品すること。なお、電子媒体はOffice365で編集可能なファイル形式とすること。
　　＜納品書類＞
①作業スケジュール
②業務遂行体制図
③課題管理表
④打合わせ議事録
⑤市担当者操作説明書
⑥医療機関等施設利用者操作説明書
（２）支払い
支払いについては、次のとおりとする。
ア　導入業務（期間：令和８年７月１日から令和８年１２月３１日まで）に係る経費については、一括払いとし、「（１）納品書類」の納品が完了次第、発注者が導入業務及び納品書類等について検査を実施し、検査に合格の後、受注者の請求により契約書で定める金額を支払うものとする。
イ　保守運用業務（期間：令和９年１月１日から令和９年３月３１日まで）に係る経費については、毎月払いとし、発注者が毎月の業務について検査を実施し、検査に合格の後、受注者の請求により契約書で定める金額を支払うものとする。
（３）個人情報の取扱いにおける遵守事項
ア　個人情報の使用及び管理
　　借用した個人情報の使用及び管理は、厳重かつ適正に行うこと。なお、本業務を適正に遂行するために、臨時職員等を雇用する場合は、発注者に書面にて報告し承諾を得るとともに、臨時職員等に対しても、個人情報の適正な使用及び管理が行われるよう監督するものとする。
イ　個人情報の記録の複写及び複製の禁止
　　個人情報を含むすべての記録については、システム障害時の復旧用を除き、いかなる形態でも複写及び複製してはならない。
ウ　個人情報の委託目的以外の使用及び第三者への提供の禁止
　　個人情報については、本業務の遂行以外には利用してはならない。また、本業務の遂行に関係のない第三者に対して提供してはならない。
エ　個人情報の記録の適正な使用、保管及び搬送
　　個人情報の使用、保管及び搬送にあたっては、善良な管理者としての注意義務に従い、細心の注意を払って行わなければならない。
オ　個人情報の返還・廃棄義務
　　借用した個人情報は、契約期間満了後に、直ちに返却又は廃棄しなければならない。
カ　事故発生時の報告及び対応
　　万一、借用した個人情報の漏洩や流出、使用目的以外の利用が認められた場合は、速やかに発注者に対して文書で報告するとともに、その後の措置は、発注者の指示に従わなければならない。
また、受注者の責に起因する事故により、第三者から発注者が損害賠償を請求されたことによる係争費用及び判決により発生した弁償額は、受注者が負担しなければならない。
（４）情報提供
　　　発注者が母子ＤＸシステムに関して情報提供を求めた場合には、これに応じること。ただし、その情報が受注者の不利益になる場合は発注者と受注者が協議し対応を決定するものとする。
（５）記載外事項
　　　本仕様書に記載のない事項については、発注者と受注者が協議し、対応を決定するものとする。
